
松山市本町一丁目1番1号

コンソーシアム明治松山

代表者谷川彰子

代表団体松山市本町一丁目1番1号

RNB コーポレーション株式会社

代表取締役 谷川 彰子

構成団体松山市本町一丁目1番1号

南海放送株式会社

代表取締役大西康司

松山市本町一丁目2番3号

南海放送サービス株式会社

代表取締役松崎良二

(提案喱由》

松山市坂の上の禁ミュージアムに係る指定管理者の指定について、地方自治第244

条の2第6項の規定に蓋づく議会の議決を求めるため、本素を提出する。

(参照)

地方自治法(抄)

(公の施設の紋量、管理及び廃止)

第244条の2 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく放合に特別の定めがあるも

のを除くほか。公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれを定めなけれ

ばならない。

6 管通地方公共団体は。指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、当核骨

通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。

松山市坂の上の霊ミュージアムに保る指定管理者の指定についで

松山市坂の上の震ミュージアムに 者を次のとおり指定するものとする。

記

1. 施設の名称及び所在地

名称

松山市坂の上の繋ミュージアム

所在地

松山市一番町三丁目20番地

2、指定管理者の名称 松山市本町一丁目1番1号

コンソーシアム明治松山

代表者谷川彰子

代表団体松山市本町一丁日1番1号

構成団体

BNB コーポレーション株式会社

代表取蔣役谷川彰子

松山市本町一丁目1番1号

南海放送株式会社

代表取線役大西康司

松山市本町一丁目2番3号

南海放送サービス株式会社

代表取締役松编良二

3.指定の期間 合和7年4月1日から今和12年3月31日まで




